
職員の健康管理のため、1年に1回定期健康診断または人
間ドックを受診させています。 

また、深夜業務および放射線業務等の従事者に対して、上記
健康診断に加えて特別健康診断を実施しています。 

１　職員の勤務時間（標準的なもの） 

１　職員の分限処分の状況 

１　研修の状況 

営利企業等への従事許可の状況 

１　職員の定期健康診断の状況 

２　公務災害認定の状況 

問合　人事秘書課人事Ｇ　1２４ー１１２４ 

３　津島市公平委員会に対する措置要求および 
　　不服申立ての状況 

２　勤務成績の評定の状況 

２　職員の懲戒処分の状況 

２　主な休暇の状況 

７　特別職の報酬等の状況 

３　育児休業等の取得の状況 

勤務時間 

種　類 

年次有給休暇 

病気休暇 

特別休暇 

１年につき２０日付与 

概　　　　　　要 

休憩時間 

１２：００～１３：００ 
８:３０～１７:１５ 

（休憩時間を除き７時間４５分） 

時間外勤務 
手　　　当 

平成２８年度普通会計決算額 

１人当たり平均支給月額 

支給職員の割合 

１人当たり平均支給月額 

配偶者　　　　　１３,０００円 
その他　１人につき６,５００円 

（配偶者がいない場合の１人目は１１,０００円） 
（１５歳～２２歳の子１人につき５,０００円加算） 

１２,０００円を超える家賃の 
額に応じ、最高２７,０００円 

５５,０００円を限度とし、 
運賃相当額の範囲内で支給 

平成２８年度より廃止 

通勤距離に応じ、 
最高２４,５００円 

手当の種類 
危険手当、市税徴収手当、税務 
調査手当、不快手当ほか８種類 

１３４,２４８千円 

２７,４８７円 

２４.１% 

６,５７６円 
特殊勤務 
手　　当 

扶養手当 

住居手当 

通勤手当 

区　分 

育児休業取得者 

男性 

女性 

１人 

理由 

心身の故障 

職務中の負傷 

１０件 

出張中の負傷 

０件 

通勤中の負傷 

０件 

計 

１０件 

免職 

０人 

降任 

０人 

休職 

１１人 

理由 

法令違反 

職務上の義務違反 

研修区分 

概 　 要  

対 象 者  

評価期間 

全職員 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

主な研修名 

一般研修 

専門研修 

延受講者数 

３７５人 

４８３人 

免職 停職 減給 戒告 

０人 ０人 ０人 ０人 

０人 ０人 ０人 ０人 

０人 ０人 ０人 ０人 

５７人 

部分休業取得者 

１人 

５３人 

育児短時間勤務 

０人 

４人 

給料月額等 期　末　手　当 

給料 

市�長 

副市長 

９０６,０００円 

７６１,０００円 

６月期 
１２月期 

計 

役職加算・管理職 
加算措置有 

１.５月分 
１.７５月分 
３.２５月分 

議�長 

副議長 

議�員 

４８１,０００円 

４４１,０００円 

４１７,０００円 

報酬 

０件 

０件 

借 家・借 間  
居 住 者  

交通機関等 
利 用 者  

交 通 用 具  
利 用 者  

持 家 者  

選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事
故その他の特別の事由により職員が勤務
しないことが相当である場合 

負傷または疾病のため療養する必要があ
る場合 

全体の奉仕者た
るにふさわしく
ない非行 

一般職員研修、係長研修、課長研
修など 

職員の職務活動を評価し、職員の能力開発と
適材適所の職員配置等を目的とした人事考課
制度を実施しています。 

地方自治法研修、地方公務員法研修、
民法研修など 

職員の分限および懲戒処分の状況 

職員の服務の状況 

職員の研修および勤務成績の評定の状況 

職員の福祉および利益の保護の状況 

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
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平成２８年度 

津島市人事行政の運営状況を公表します 
平平成成２２８８年年度度  

津津島島市市人人事事行行政政のの運運営営状状況況をを公公表表ししまますす  
平成２８年度 

津島市人事行政の運営状況を公表します 
津島市の人事行政運営の公正性や透明性を高めるため、職員の給与、勤務条件、福利厚生などについて公表します。 
なお、今回掲載したものは概要版です。より詳細な資料を市のホームページに掲載していますのでご覧ください。 

（特に記載のない限り平成２８年４月１日現在、特別職および教育長を除く数値です。） 

職員の任免および職員数に関する状況 

職員の給与の状況 

１　平成２８年度における職員の任免の状況 

２　職員数の状況 

１　人件費の状況（平成２８年度普通会計決算） 

２　職員給与費の状況（平成２８年度普通会計決算） 

平成２８年 
４月１日 

区　　分 

１,０５６人 
（４７人） 

９８人 
（７人） 

７４人 
（１１人） 

１,０８０人 
（４３人） 

一般行政 
部　　門 

３０３人 
（２７人） 

３１３人 
（２７人） 

１０人 
（０人） 

住民基本台帳人口 
(平成２９年３月３１日)

歳　出　額 
Ａ 

人　件　費 
Ｂ 

人件費率 
（Ｂ／Ａ） 

　　　　　人 
６３,７０２ 

職員数 

区　分 初任給 経験年数１０年 

ー 

経験年数２０年 

大学卒 １８４,８００円 ー ３５３,４００円 

×円（注） 高校卒 １５０,５００円 

　　人 
４２０ 

給�料 

　　　千円 
１,４８５,１７７ 

職員手当 

　　千円 
３７８,１２６ 

期末・勤勉手当 

　　千円 
５９２,０６４ 

計 

　　　千円 
２,４５５,３６７ 

　　　　千円 
２０，４３０，１９５ 

　　　　千円 
３,６６１，６９９ 

　　　　　% 
１７.９ 

特別行政 
部　　門 

１０５人 
（１０人） 

１０７人 
（７人） 

２人 
（▲３人） 

公営企業等 
会 計 部 門  

６４８人 
（１０人） 

６６０人 
（９人） 

１２人 
（▲１人） 

合　　計 １,０５６人 
（４７人） 

１,０８０人 
（４３人） 

２４人 
（▲４人） 

期末・勤勉 
手　　  当 

 

６月期 

１２月期 

計 

 

 

勤続２０年 

勤続２５年 

勤続３５年 

最高限度 

その他 
加算措置 
 

１人当たり 
平均支給額 

期末手当 

１.２２５月分 

１.３７５月分 

２.６月分 

職制上の段階、職務の等級による加算措置有 

自己都合 

２０.４４５月 

２９.１４５月 

４１.３２５月 

４９.５９月 

 

勤勉手当 

０.８月分 

０.９月分 

１.７月分 

 

勧奨・定年 

２５.５５６２５月 

３４.５８２５月 

４９.５９月 

４９.５９月 
退職手当 

地域手当 

支給対象地域 

支給率 

１人当たり平均支給月額 

全地域 

６％ 

１９，３７７円 

平成２９年 
４月１日 

退職者数 採用者数 

増減 平成２８年 
４月１日 

平成２９年 
４月１日 

採用者数は、平成２８年４月２日から平成２９年４月１日に採用した人数です。 
(　)内は再任用短時間勤務職員であり、外書きです（教育長含む）。 
 

４　平均給料月額等の状況 

５　一般行政職の級別職員数 

６　主な職員手当の状況 

区　　　分 

区分 

１級 

２級 

３級 

４級 

５級 

６級 

７級 

８級 

計 

標準的な職務内容 

主事・技師 

主事(相困)・技師(相困) 

主査 

統括主任・主任主査 

補佐 

課長・主幹 

次長・課長(相困)  

部長 

職員数 構成比 

９３人 

３８人 

５３人 

７２人 

３１人 

１３人 

１７人 

９人 

３２６人 

２８.５% 

１１.７% 

１６.３% 

２２.０% 

９.５% 

４.０% 

５.２% 

２.８% 

１００.０%

一般行政職 

平均給料月額 

２９８,８００円 

平均給与月額 

４０２,２１２円 

平均年齢 

４１.１歳 

平均給与月額は、平成２８年４月分の給料および職員手当（期末・勤勉手当を除く） 
の合計を平成２８年４月の職員数で除したものです。 

※相困…相当困難な業務を処理 
　特困…特に困難な業務を処理 
 

休職者、派遣職員を含み、臨時・非常勤職員を除きます。 
(　)内は再任用短時間勤務職員であり、外書きです。教育長含む。 
 

人件費には、特別職および教育長に支給される給料、報酬等を含みます。 

職員手当には、退職手当は含みません。 

（注）個人が特定されるものについては公表していません（２人以下の項目） 

３　一般行政職の初任給等の状況 

６，５９４千円 ２１，６１５千円 

定年前早期退職特例措置 
（２～２０％加算） 

平成２８年度 

津島市人事行政の運営状況を公表します 
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社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証  ◆
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し 

平
成
２６
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、給
与
所

得
控
除
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、給
与
所
得
控

除
の
上
限
額
が
段
階
的
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま

す
。 

                 ◆
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
控
除
の
創
設 

健
康
の
保
持
増
進
お
よ
び
疾
病
の
予
防
へ

の
取
組
と
し
て
一
定
の
取
組
を
行
っ
て
い
る

方
が
、平
成
２９
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
３３
年

１２
月
３１
日
ま
で
の
間
に
自
己
ま
た
は
自
己
と

生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
の
親
族
の

た
め
に
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費（
※
）

を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、一
定
の
金
額
の
所
得

控
除（
医
療
費
控
除
）を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、

平
成
３０
年
度
か
ら
平
成
３４
年
度
の
市
・
県
民

税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。 

た
だ
し
、ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
控
除
は
医
療

費
控
除
の
特
例
で
あ
り
、従
来
の
医
療
費
控

除
と
の
選
択
適
用
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、従
来

の
医
療
費
控
除
を
併
せ
て
受
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。 

ま
た
、選
択
し
た
控
除
を
、更
正
の
請
求
や

修
正
申
告
に
お
い
て
、変
更
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。 

※
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
と
は
、医

師
に
よ
っ
て
処
方
さ
れ
る
医
薬
品
（
医
療

用
医
薬
品
）か
ら
、ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で
購

入
で
き
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
に
転
用
さ
れ
た

医
薬
品（
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
）の
購

入
費
を
い
い
ま
す
。 

◆
医
療
費
控
除
の
明
細
書
添
付
の
義
務
化 

平
成
２９
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、医
療
費

控
除
を
受
け
る
際
は
、領
収
書
の
提
出
の
代

わ
り
に
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
作
成

お
よ
び
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。 

※
医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
で
５
年
間
保
存

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

※
医
療
保
険
者
か
ら
の
医
療
費
通
知
を
添
付

す
る
場
合
は
、作
成
を
省
略
で
き
ま
す
。 

  
毎
月
の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
か
ら
所
得
税
が

源
泉
徴
収
さ
れ
、１２
月
に
年
末
調
整
で
所
得

税
の
過
不
足
が
精
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
年
末
調
整
の
対
象
と
な
る
方
は
、勤

務
先
に「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等（
異
動
）

申
告
書
」
を
提
出
し
て
い
る
方
で
す
。 

年
末
調
整
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
年

の
所
得
税
の
税
額
が
確
定
す
る
た
め
、確
定

申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、次
の

場
合
な
ど
は
確
定
申
告
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。 

・
給
与
収
入
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
場

合 

・
平
成
２９
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
あ
り
、

医
療
費
控
除
が
必
要
な
場
合 

・
給
与
所
得
お
よ
び
退
職
所
得
以
外
に
２０
万

円
を
超
え
る
所
得
が
あ
る
場
合 

・
２
か
所
以
上
の
事
業
所
な
ど
か
ら
給
与
・

賃
金
を
受
け
て
い
る
場
合（
所
得
の
要
件

等
に
よ
り
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
） 

問
合 

所
得
税
　
津
島
税
務
署
　
1
２６
ー

２
１
６
１ 

市
・
県
民
税
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ 

　
　
　
　
　 

1
５５
ー

９
２
６
３ 

  

固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１
日
を
賦
課

期
日
と
し
て
課
税
し
ま
す
。 

そ
の
た
め
、賦
課
期
日
ま
で
に
家
屋
の
取

壊
し
や
新
増
築
、用
途
変
更
、未
登
記
家
屋
の

名
義
変
更
、土
地
の
利
用
状
況
の
変
更
な
ど

を
さ
れ
た
場
合
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

※
平
成
２９
年
１
月
２
日
以
降
に
新
増
築
さ
れ

た
家
屋
に
つ
い
て
、固
定
資
産
税
評
価
額

を
算
出
す
る
た
め
、税
務
課
家
屋
担
当
調

査
員
に
よ
る
家
屋
調
査
を
随
時
実
施
し
て

い
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

問
合
　
税
務
課
固
定
資
産
税
Ｇ 

　
　
　
1
５５
ー

９
２
６
４ 

平
成
３０
年
度
市
・
県
民
税
の
主
な
 

変
更
点
 

  
給与所得控除上限額の変更 

区分 
現行（平成２６年度～ 
平成２８年度課税分） 

平成２９年度 
課税分 

平成３０年度 
以後の課税分 

上限額が適用 
される給与 
収入額 

１,５００万円 １,２００万円 １,０００万円 

給与所得控除 
の上限額 ２４５万円 ２３０万円 ２２０万円 

年
末
調
整
に
つ
い
て
 

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
 

市役所本庁舎にダイヤルイン（直通電話）を導入しました 税のお知らせ 

「市政のひろば」つしま2017.12 ６ 



   
事
業
者
が
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
者
で

あ
る
場
合
、地
方
税
法
お
よ
び
各
市
町
村
の

条
例
の
規
定
に
よ
り
、特
別
徴
収
義
務
者
と

し
て
従
業
員
の
毎
月
の
給
与
か
ら
個
人
市
・

県
民
税
を
特
別
徴
収
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

市
で
は
、平
成
２６
年
度
か
ら
、原
則
と
し
て

特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定
し
、特
別
徴
収
税

額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
事
業

主
の
方
々
の
よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。 

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
方 

前
年
中
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
、か
つ

当
年
の
４
月
１
日
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
す
べ
て
の
従
業
員
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ

イ
ト
も
含
む
） 

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
方 

・
退
職
者（
退
職
予
定
者
を
含
む
） 

・
二
つ
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
の
支
払
い

を
受
け
、他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
が
行

わ
れ
て
い
る
方 

・
毎
月
の
給
与
支
給
額
が
少
な
く
、個
人
市
・

県
民
税
を
特
別
徴
収
し
き
れ
な
い
方 

・
給
与
が
毎
月
支
給
さ
れ
て
い
な
い（
不
定

期
な
）方 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ 

　
　
　
1
５５
ー

９
２
６
３ 

    

  

年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
、配
偶
者
控
除

や
配
偶
者
特
別
控
除
、ま
た
は
扶
養
控
除
の

対
象
と
さ
れ
る
方
に
、パ
ー
ト
収
入
が
あ
る
と
、

そ
の
収
入
金
額
に
よ
っ
て
、次
の
よ
う
な
注
意

が
必
要
で
す
。 

①
配
偶
者
控
除
ま
た
は
配
偶
者
特
別
控
除
を

受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
。 

②
扶
養
控
除
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
。 

③
控
除
の
対
象
と
な
る
方
自
身
に
税
金
が
か

か
る
か
ど
う
か
。 

  

パ
ー
ト
収
入
は
通
常
、給
与
所
得
に
な
り
ま

す
の
で
、そ
の
場
合
は
表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
さ
れ
る

方
の
合
計
所
得
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る

場
合
な
ど
に
は
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ 

　
　
　
1
５５
ー

９
２
６
３ 

個
人
市
・
県
民
税（
個
人
住
民
税
）の
 

特
別
徴
収
推
進
に
つ
い
て
 

パ
ー
ト
収
入
と
税（
夫
婦
・
親
子
と
税
） 

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
方 

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
方 

パート収入金額 所得税 

かからない 受けられない 

扶養控除 配偶者 
控除 

３８万円 
（３３万円） 

３８万円 
（３３万円） 
３６万円 
（３３万円） 

３１万円 

２６万円 

２１万円 

１６万円 

１１万円 

６万円 

３万円 

受けられない 

３８万円 
（３３万円） 

受けられない 受けられない かかる かかる かかる 

配偶者 
特別控除 

市・県民税 

均等割 所得割 

かからない 

注１　市・県民税および所得税の「かかる」については、生命保険料控除、扶養控除等の有無により、かからない場合もあります。 
注２　配偶者控除、配偶者特別控除、および扶養控除の（　）内の金額は、市・県民税の控除額です。 

かからない 

パート収入と税金および各種控除 

１００万円以下 

９３万円以下 

１０３万円以下 

１０３万円超１０５万円未満 

１０５万円以上１１０万円未満 

１１０万円以上１１５万円未満 

１１５万円以上１２０万円未満 

１２０万円以上１２５万円未満 

１２５万円以上１３０万円未満 

１３０万円以上１３５万円未満 

１３５万円以上１４０万円未満 

１４０万円以上１４１万円未満 

１４１万円以上 

※老人扶養親族のうち、扶養者またはその配偶者の直系尊属（父母・祖父母等）で、同居の常況にある親族の場合は、加算額 
　（所得税：１０万円、市・県民税：７万円）があります。 

参考 
扶養控除については、扶養親族の年齢により控除額が異なります。 

扶養親族 

年少扶養 

一般扶養 

特定扶養 

老人扶養 

年　　齢 

区　　　　　　　　　分 控　除　額 

生　　年　　月　　日 所得税 市・県民税 

なし なし 

３８万円 ３３万円 

６３万円 ４５万円 

４８万円 ３８万円 

  ０歳～１５歳 

１６歳～１８歳 

２３歳～６９歳 

１９歳～２２歳 

７０歳～　　 

平成１４年１月２日 以後 

平成１１年１月２日 以後 

昭和２３年１月２日 以後 

平成 ７ 年１月２日 以後 

平成１４年１月１日 以前 

平成 ７ 年１月１日 以前 

平成１１年１月１日 以前 

昭和２３年１月１日 以前 
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